
№      

センター通信 
大 タ 乗 第          ４２号 

年  月  日 令和５年１０月２６日 

添 付 書 類 有  ・  無 

宛   先 各    位 

差 出 人 公益財団法人 大阪タクシーセンター 

件   名 京阪古川橋駅周辺まちづくり工事に伴う京阪古川橋駅(北口)タクシー乗場の休止について 

 

平素は、当センターの業務運営につきまして、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

さて、この度、京阪古川橋駅周辺のまちづくり事業にかかる、高層マンション及び公共

施設の建設工事に伴い、下記のタクシー乗場が工事の支障となるため、工事の期間中、休

止されますのでお知らせします。 

タクシー運転者の皆さまにおかれましては、付近を通行する際には、現場誘導員の指示

に従っていただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 休止乗場  京阪古川橋駅（北口）タクシー乗場 

   門真市幸福町５５５－６ 

 

２ 休止期間  令和５年１０月３１日（火）から令和８年１０月中旬（予定） 

※ 本件工事にあたり京阪古川橋駅（南口）タクシー乗場には影響ありません。 

 

以 上  

本通信に関する問い合わせ先 

         〒５３８－００５３ 大阪市鶴見区鶴見４－５－９ 

         公益財団法人 大阪タクシーセンター 乗場管理課 

         TEL ０６－６９３３－５６１３  FAX ０６－６９３３－５６１２ 

公 益 財 団 法 人  大 阪 タ ク シ ー セ ン タ ー 
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